
告

示

福
島
県
告
示
第
二
百
六
十
号

生
活
保
護
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
扶
助
の

た
め
の
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
十
九
年
四
月
三
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

名

称

所

在

地

指
定
年
月
日

あ
み
ウ
イ
メ
ン
ズ
ク
リ
ニ
ッ
ク

会
津
若
松
市
一
箕
町
大
字
八
角
字
中
村
東
一
六
―

平
成
一
八
年

二

一
〇
月
一
日

本
宮
市
国
民
健
康
保
険
白
岩
診

本
宮
市
白
岩
字
田
中
二
二
五
―
八

平
成
一
九
年

療
所

一
月
一
日

渡
部
圭
一
歯
科

会
津
若
松
市
一
箕
町
大
字
亀
賀
字
藤
原
一
八
二
―

同

年

五

二
月
一
日

サ
ー
ラ
デ
ン
タ
ル
ク
リ
ニ
ッ
ク

須
賀
川
市
古
河
一
〇
五

ロ
ッ
ク
タ
ウ
ン
須
賀
川

同

ま
ゆ
み
歯
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

安
達
郡
本
宮
町
万
世
二
〇
九
―
一

平
成
一
七
年

三
月
一
日

芳
賀
医
院
歯
科
室

西
白
河
郡
西
郷
村
大
字
小
田
倉
字
上
野
原
四
五
一

平
成
一
九
年

一
月
四
日

(

生
活
福
祉
領
域
地
域
福
祉
グ
ル
ー
プ)

福
島
県
告
示
第
二
百
六
十
一
号

生
活
保
護
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定

医
療
機
関
か
ら
当
該
指
定
医
療
機
関
の
事
業
を
廃
止
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
九
年
四
月
三
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

名

称

所

在

地

廃
止
年
月
日

医
療
法
人
薄
井
小
児
科
内
科
医

須
賀
川
市
池
上
町
一
二
三

平
成
一
九
年

院

一
月
一
七
日

白
沢
村
国
民
健
康
保
険
白
岩
診

安
達
郡
白
沢
村
白
岩
字
田
中
二
二
五
―
八

平
成
一
八
年

療
所

一
二
月
三
一
日

芳
賀
医
院

西
白
河
郡
西
郷
村
大
字
小
田
倉
字
上
野
原
四
五
一

平
成
一
九
年

一
月
三
日

鹿
岡
産
婦
人
科
医
院

石
川
郡
石
川
町
字
南
町
五
〇

平
成
一
八
年

一
二
月
二
七
日

(

生
活
福
祉
領
域
地
域
福
祉
グ
ル
ー
プ)

福
島
県
告
示
第
二
百
六
十
二
号

生
活
保
護
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定

医
療
機
関
か
ら
当
該
指
定
医
療
機
関
の
事
業
を
休
止
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
九
年
四
月
三
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

名

称

所

在

地

休
止
年
月
日

財
団
法
人
会
田
病
院
附
属
浅
川

石
川
郡
浅
川
町
大
字
簑
輪
字
山
敷
田
七
五

平
成
一
九
年

フ
ァ
ミ
リ
ー
ク
リ
ニ
ッ
ク

一
月
一
日

(

生
活
福
祉
領
域
地
域
福
祉
グ
ル
ー
プ)
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毎
週
火
・
金
曜
日
発
行(

当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日)

目

次

告

示

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
医
療
扶
助
の
た
め

の
医
療
機
関
を
指
定
し
た
件

二
六
七

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
の

事
業
を
廃
止
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
件

二
六
七

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
の

事
業
を
休
止
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
件

二
六
七

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
医
療
扶
助
の
た
め

の
施
術
者
を
指
定
し
た
件

二
六
八

○
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
六
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ

た
件

二
六
八

○
患
畜
又
は
疑
似
患
畜
の
発
見
に
つ
い
て

届
出
が
あ
っ
た
件

二
六
八

○
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
認
可
し

た
件

二
六
八

○
過
疎
地
域
自
立
促
進
特
別
措
置
法
に
よ

り
公
共
下
水
道
工
事
の
一
部
を
完
了
し

た
件

二
六
八

公

告

○
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
等
設
置
等
事
業

計
画
書
の
提
出
が
あ
っ
た
の
で
公
告
す

る
件

二
六
九

○
基
本
測
量
の
実
施
に
つ
い
て
通
知
が
あ

っ
た
件
二
件

二
六
九

○
都
市
計
画
の
変
更
に
係
る
関
係
図
書
の

写
し
の
送
付
を
受
け
た
件

二
六
九

○
建
築
基
準
法
に
よ
り
道
路
の
位
置
を
指

定
し
た
件

二
六
九

福
島
県
警
察
本
部

○
一
般
競
争
入
札
を
行
う
件

二
七
〇

正

誤

○
平
成
十
九
年
三
月
二
十
七
日
付
け
定
例

第
千
八
百
六
十
一
号
中

二
七
一



福
島
県
告
示
第
二
百
六
十
三
号

生
活
保
護
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
五
条
で
準
用
す
る
同
法
第
四
十
九
条

の
規
定
に
よ
り
、
医
療
扶
助
の
た
め
の
施
術
を
担
当
さ
せ
る
柔
道
整
復
師
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
十
九
年
四
月
三
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

氏

名

住

所

施
術
所
名

施
術
所
の
所
在
地

指
定
年
月
日

小
野

博
司

仙
台
市
青
葉
区
錦
ヶ
丘

コ
コ
ロ
整
骨

白
河
市
道
場
小
路
九
一
―

平
成
一
九
年

八
丁
目
二
―
九

院

五
第
六
大
成
プ
ラ
ザ
一
階

三
月
一
〇
日

船
木

邦
則

南
会
津
郡
只
見
町
大
字

船
木
按
鍼
治

南
会
津
郡
只
見
町
大
字
黒

同

黒
谷
字
川
代
田
二
四
五

療
院

谷
字
川
代
田
二
四
五
六
―

月
九
日

六
―
三

三(

生
活
福
祉
領
域
地
域
福
祉
グ
ル
ー
プ)

福
島
県
告
示
第
二
百
六
十
四
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
大
規

模
小
売
店
舗
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
。
な
お
、
当
該
届
出
を
平
成
十
九
年
四
月

三
日
か
ら
同
年
八
月
三
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部
商
工
総
務
領
域
商
業
ま
ち
づ
く
り
グ
ル
ー
プ
、
福

島
県
い
わ
き
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
グ
ル
ー
プ
及
び
い
わ
き
市
商
工
観
光

部
商
工
労
政
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
九
年
四
月
三
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

片
倉
フ
ィ
ラ
チ
ャ
ー

い
わ
き
市
平
字
三
倉
六
十
八
番
一
ほ
か

二

変
更
し
た
事
項

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ

て
は
代
表
者
の
氏
名

(

変
更
前)

別
紙
書
面
の
と
お
り

(

変
更
後)

別
紙
書
面
の
と
お
り

三

変
更
し
た
年
月
日

別
紙
書
面
の
と
お
り

四

届
出
年
月
日

平
成
十
九
年
三
月
二
十
三
日

五

届
出
を
し
た
者

片
倉
工
業
株
式
会
社

(
｢

別
紙
書
面｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
書
面
を
縦
覧
場
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

(

商
工
総
務
領
域
商
業
ま
ち
づ
く
り
グ
ル
ー
プ)

福
島
県
告
示
第
二
百
六
十
五
号

家
畜
伝
染
病
予
防
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号)

第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

家
畜
が
患
畜
又
は
疑
似
患
畜
と
な
っ
た
こ
と
の
発
見
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
九
年
四
月
三
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

病

名

畜

種

患
畜
及
び
疑
似

発
見
頭
数

発
見
の
場
所

発
見
年
月
日

摘

要

患
畜
の
区
分

ヨ
ー
ネ
病

牛

疑
似
患
畜

一
頭

双
葉
郡

平
成
一
九
年

再
検
査

三
月
二
〇
日

(

生
産
流
通
領
域
衛
生
飼
料
グ
ル
ー
プ)

福
島
県
告
示
第
二
百
六
十
六
号

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
千
軒
平

溜
池
土
地
改
良
区
か
ら
平
成
十
九
年
二
月
七
日
付
け
で
申
請
の
あ
っ
た
定
款
の
変
更
に
つ
い
て
、
平
成

十
九
年
三
月
二
十
六
日
認
可
し
た
。

平
成
十
九
年
四
月
三
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

(

農
村
整
備
領
域
農
村
計
画
グ
ル
ー
プ)

福
島
県
告
示
第
二
百
六
十
七
号

過
疎
地
域
自
立
促
進
特
別
措
置
法(

平
成
十
二
年
法
律
第
十
五
号)

第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
県
が
施
行
し
て
い
た
公
共
下
水
道
の
幹
線
管
渠き

ょ

の
設
置
工
事
の
一
部
を
次
の
と
お
り
完
了
し
た
。

平
成
十
九
年
四
月
三
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

公
共
下
水
道
の
名
称

南
会
津
町
特
定
環
境
保
全
公
共
下
水
道

二

工
事
の
一
部
完
了
の
区
間

名

称

工

事

の

一

部

完

了

の

区

間

南
郷
幹
線

南
会
津
郡
南
会
津
町
山
口
字
堀
田
七
六
二
番
地
一
地
先
か
ら
同
町
大

新
田
字
松
原
上
一
〇
六
三
番
三
地
先
ま
で

三

工
事
の
一
部
完
了
の
年
月
日

平
成
十
九
年
三
月
十
四
日

(

都
市
領
域
下
水
道
グ
ル
ー
プ)
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公

告

公
告
第
百
六
十
一
号

福
島
県
産
業
廃
棄
物
処
理
指
導
要
綱(

平
成
二
年
福
島
県
告
示
第
三
百
三
十
八
号)

第
八
条
第
一
項

の
規
定
に
基
づ
く
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
等
設
置
等
事
業
計
画
書
の
提
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
五

項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
九
年
四
月
三
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

設
置
等
予
定
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

株
式
会
社
釜
屋

代
表
取
締
役

近
藤

準
一

福
島
県
須
賀
川
市
本
町
六
〇
番
地

二

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
等
の
設
置
等
予
定
地
区

福
島
県
会
津
若
松
市
町
北
町
大
字
始
字
見
島
地
内

三

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
等
の
種
類

産
業
廃
棄
物
指
定
処
理
施
設(

廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類
及
び
紙
く
ず
の
圧
縮
梱
包
施
設)

四

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
等
の
処
理
能
力

一
二
四
・
八
ト
ン
毎
日(

八
時
間)

(

環
境
保
全
領
域
産
業
廃
棄
物
対
策
グ
ル
ー
プ)

公
告
第
百
六
十
二
号

測
量
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号)

第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
基
本
測
量
の

実
施
の
終
了
に
つ
い
て
、
平
成
十
九
年
三
月
二
十
二
日
付
け
で
国
土
地
理
院
長
か
ら
次
の
と
お
り
通
知

が
あ
っ
た
。

平
成
十
九
年
四
月
三
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

測
量
地
域

喜
多
方
市
、
田
村
市
、
南
相
馬
市
、
岩
瀬
郡
鏡
石
町
、
同
郡
天
栄
村
及
び
耶
麻
郡
北

塩
原
村

二

測
量
開
始
期
日

平
成
十
八
年
五
月
八
日

三

測
量
終
了
期
日

平
成
十
九
年
三
月
九
日

四

作
業
の
種
類

基
本
測
量(

国
土
調
査
に
伴
う
基
準
点
測
量)

(

土
木
総
務
領
域
総
務
予
算
グ
ル
ー
プ)

公
告
第
百
六
十
三
号

測
量
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号)

第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
基
本
測
量
の

実
施
の
終
了
に
つ
い
て
、
平
成
十
九
年
三
月
二
十
二
日
付
け
で
国
土
地
理
院
長
か
ら
次
の
と
お
り
通
知

が
あ
っ
た
。

平
成
十
九
年
四
月
三
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

測
量
地
域

相
馬
市

二

測
量
開
始
期
日

平
成
十
八
年
五
月
八
日

三

測
量
終
了
期
日

平
成
十
九
年
三
月
九
日

四

作
業
の
種
類

基
本
測
量(

電
子
基
準
点
調
査
作
業)

(

土
木
総
務
領
域
総
務
予
算
グ
ル
ー
プ)

公
告
第
百
六
十
四
号

都
市
計
画
法(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
一
条
第
二
項
で
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
、
福
島
市
か
ら
県
北
都
市
計
画
道
路
の
変
更
に
係
る
関
係
図
書
の
写
し
の
送
付
を

受
け
た
の
で
、
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
九
年
四
月
三
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

縦
覧
に
供
す
る
図
書

総
括
図
、
計
画
図
及
び
計
画
書
の
写
し

二

縦
覧
場
所

福
島
県
土
木
部
都
市
領
域
都
市
計
画
グ
ル
ー
プ
及
び
県
北
建
設
事
務
所
企
画
調
査
グ
ル
ー
プ

(

都
市
領
域
都
市
計
画
グ
ル
ー
プ)

公
告
第
百
六
十
五
号

建
築
基
準
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号)

第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
り
、

道
路
の
位
置
と
し
て
、
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
十
九
年
四
月
三
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

指
定
年
月
日
及
び
番
号

平
成
一
九
年
一
月
一
一
日

福
島
県
指
令
北
建
第
一
八
二
四
五
―
三
号

二

道
路
築
造
者
の
氏
名
及
び
住
所

合
資
会
社
武
藤
商
店
川
俣
支
店

支
配
人

武
藤

昭
一

伊
達
郡
川
俣
町
字
鉄
炮
町
六
四
番
地

三

道
路
の
位
置

伊
達
郡
川
俣
町
字
新
中
町
一
五
番
三

四

道
路
の
延
長
及
び
幅
員

延
長

三
五
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

幅
員

五
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

一

指
定
年
月
日
及
び
番
号

平
成
一
九
年
一
月
一
一
日

福
島
県
指
令
北
建
第
一
八
三
四
八
―
四
号

二

道
路
築
造
者
の
氏
名
及
び
住
所

郡
山
宅
地
建
物
取
引
業
事
業
協
同
組
合

理
事
長

橋
本

榮
一

郡
山
市
長
者
一
丁
目
三
番
七

号
三

道
路
の
位
置

本
宮
市
荒
井
字
青
田
原
一
番
地
の
五
八
八
、
一
番
地
の
五
八
九
及
び
一
番
地
の
五
九
三
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福
島
県
警
察
本
部

四

道
路
の
延
長
及
び
幅
員

延
長

六
六
・
三
四
メ
ー
ト
ル

幅
員

六
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

一

指
定
年
月
日
及
び
番
号

平
成
一
九
年
二
月
二
〇
日

福
島
県
指
令
北
建
第
一
八
三
九
二
―
三
号

二

道
路
築
造
者
の
氏
名
及
び
住
所

大
野

シ
ゲ

伊
達
郡
川
俣
町
字
宮
ノ
脇
一
七
番
地
の
一

三

道
路
の
位
置

伊
達
郡
川
俣
町
字
五
百
田
三
三
番
一
三
及
び
三
三
番
四
四

四

道
路
の
延
長
及
び
幅
員

延
長

二
七
・
七
五
メ
ー
ト
ル

幅
員

六
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル(

建
築
領
域
建
築
指
導
グ
ル
ー
プ)

福
島
県
警
察
本
部
公
告
第
２
３
号

電
磁
犯
罪
対
策
用
機
器
の
賃
貸
借
に
つ
い
て
､
次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
を
行
う
の
で
､
地
方
自

治
法
施
行
令
(昭
和
22年

政
令
第
16号

｡
以
下
｢施
行
令
｣
と
い
う
｡
)
第
167条

の
６
第
１
項
及
び

福
島
県
財
務
規
則
(昭
和
39年

福
島
県
規
則
第
17号

｡
以
下
｢財
務
規
則
｣
と
い
う
｡
)
第
246条

第
１
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
｡

平
成
19年
４
月
３
日

福
島
県
警
察
本
部
長
綿
貫

茂
１
入
札
に
付
す
る
事
項

�
借
入
物
品
の
名
称
及
び
数
量
電
磁
犯
罪
対
策
用
機
器
一
式
(搬
入
､
据
付
け
､
調
整
､
機

器
保
守
等
を
含
む
｡
)

�
借
入
物
品
の
仕
様
等
入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
に
よ
る
｡

�
借
入
期
間
平
成
19年
５
月
１
日
か
ら
平
成
23年
４
月
30日
ま
で

�
納
入
場
所
入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
に
よ
る
｡

２
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
に
関
す
る
事
項

次
に
掲
げ
る
条
件
を
す
べ
て
満
足
し
て
い
る
者
で
あ
り
､
か
つ
､
当
該
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必

要
な
資
格
の
確
認
を
受
け
た
者
で
あ
る
こ
と
｡

�
施
行
令
第
167条

の
４
の
規
定
に
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
｡

�
こ
の
公
告
の
日
か
ら
入
札
の
日
ま
で
の
間
に
福
島
県
か
ら
指
名
停
止
を
受
け
て
い
な
い
者
で
あ

る
こ
と
｡

�
こ
の
公
告
に
示
し
た
仕
様
に
合
致
し
た
物
品
又
は
こ
れ
と
類
似
す
る
物
品
に
つ
い
て
､
生
産
し
､

販
売
し
､
又
は
貸
与
し
た
相
当
期
間
の
実
績
を
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と
｡

�
当
該
物
品
を
借
入
期
間
内
に
確
実
に
貸
与
で
き
る
者
で
あ
る
こ
と
｡

�
当
該
物
品
に
係
る
保
守
､
修
理
､
部
品
供
給
等
を
借
入
期
間
中
円
滑
に
行
い
得
る
者
で
あ
る
こ

と
｡

３
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
の
確
認

入
札
に
参
加
を
希
望
す
る
者
は
､
所
定
の
一
般
競
争
入
札
参
加
資
格
確
認
申
請
書
に
､
２
の
�
に

掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
証
明
で
き
る
書
類
を
添
付
し
て
､
次
に
掲
げ
る
場
所
に
提
出
し
､
当
該
入
札

に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
の
確
認
の
申
請
を
す
る
こ
と
｡

な
お
､
平
成
19年

４
月
９
日
(月
)
午
後
５
時
ま
で
に
当
該
申
請
を
行
わ
な
か
っ
た
と
き
は
､
当

該
資
格
が
与
え
ら
れ
な
い
場
合
が
あ
る
の
で
注
意
す
る
こ
と
｡

郵
便
番
号
960‐

8686
福
島
県
福
島
市
杉
妻
町
２
番
16号

福
島
県
警
察
本
部
警
務
部
会
計
課

電
話
024‐

522‐
2151

４
入
札
書
の
提
出
場
所
等

�
入
札
書
の
提
出
場
所
､
契
約
条
項
を
示
す
場
所
､
入
札
説
明
書
の
交
付
場
所
及
び
問
い
合
わ
せ

先
３
に
掲
げ
る
場
所
に
同
じ
｡

�
入
札
及
び
開
札
の
日
時
及
び
場
所
平
成
19年
４
月
18日

(水
)
午
後
２
時
福
島
県
警
察
本

部
入
札
室
(福
島
県
福
島
市
杉
妻
町
５
番
75号
)

�
そ
の
他
郵
便
に
よ
る
入
札
は
､
不
可
と
す
る
｡

５
入
札
保
証
金
及
び
契
約
保
証
金

�
入
札
保
証
金

入
札
に
参
加
を
希
望
す
る
者
は
､
入
札
金
額
の
100分

の
３
以
上
の
額
の
入
札

保
証
金
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
た
だ
し
､
財
務
規
則
第
249条

第
１
項
各
号
に
該
当
す

る
場
合
に
お
い
て
は
､
入
札
保
証
金
の
全
部
又
は
一
部
の
納
付
を
免
除
す
る
｡

�
契
約
保
証
金

落
札
者
は
､
契
約
金
額
に
100分

の
５
以
上
の
額
の
契
約
保
証
金
を
納
付
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
た
だ
し
､
財
務
規
則
第
229条

第
１
項
各
号
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
は
､

契
約
保
証
金
の
全
部
又
は
一
部
の
納
付
を
免
除
す
る
｡

６
入
札
の
無
効

２
の
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
の
な
い
者
の
し
た
入
札
及
び
入
札
説
明
書
に
お
い
て
示

す
入
札
に
関
す
る
条
件
等
に
違
反
し
た
入
札
は
､
無
効
と
す
る
｡

７
そ
の
他

�
入
札
方
法

落
札
決
定
に
当
た
っ
て
は
､
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
当
該
金
額
の
100分

の
５
に
相
当
す
る
額
を
加
算
し
た
金
額
(当
該
金
額
に
１
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
､
そ
の

端
数
金
額
を
切
り
捨
て
た
金
額
)
を
も
っ
て
落
札
価
格
と
す
る
の
で
､
入
札
者
は
､
消
費
税
に
係

る
課
税
事
業
者
で
あ
る
か
免
税
事
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
､
見
積
も
っ
た
契
約
希
望
金
額
の
105

分
の
100に

相
当
す
る
金
額
を
入
札
書
に
記
載
す
る
こ
と
｡

�
落
札
者
の
決
定
方
法
予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を

行
っ
た
者
を
落
札
者
と
す
る
｡

�
契
約
書
作
成
の
要
否
要

�
そ
の
他
詳
細
は
､
入
札
説
明
書
に
よ
る
｡

(会
計
課
)
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二
四
四

二
四
三

二
四
二

ペ
ー
ジ

上 下 上 下 段

二

後
ろ
か

ら
七 二

九
一
四 六

行

第
５
条
の
２
関
係

普
通

免
許
状

臨
時

福
島
県
教
育
委
員
会
規
則
第
八

号 福
島
県
教
育
委
員
会
規
則
第
七

号 福
島
県
教
育
委
員
会
規
則
第
六

号

正

第
５
の
２
条
関
係

臨
時
免
許
状

福
島
県
教
育
委
員
会
規
則
第
七

号 福
島
県
教
育
委
員
会
規
則
第
六

号 福
島
県
教
育
委
員
会
規
則
第
八

号

誤

正

誤

○
平
成
十
九
年
三
月
二
十
七
日
付
け
定
例
第
千
八
百
六
十
一
号
中
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